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○大和市屋外広告物条例施行規則 

 

（平成19年12月27日規則第88号） 

改正 平成23年9月29日規則第42号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大和市屋外広告物条例（平成19年大和市条例第42号。以下「条例」と

いう。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

（許可の申請等） 

第２条 条例第３条の許可（以下、この条において「許可」という。）を受けようとする者

は、屋外広告物表示許可申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならな

い。 

(1) 位置図 

(2) 設計図 

(3) 広告物を表示する物件又は掲出物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属する

ときは、その所有者又は管理者の承諾書又は許可書 

(4) 条例第14条に規定する広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場合にあっ

ては、その表示又は設置に当たり同条に規定する特定屋外広告物安全管理者として置こ

うとする者が第11条に規定する要件を満たす者であることを証する書類 

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した図書 

２ 市長は、前項各号に掲げる図書を添付する必要がないと認めるときは、これを省略させ

ることができる。 

３ 許可を受けた広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者

（特定屋外広告物安全管理者を含む。以下「設置管理者等」という。）の氏名若しくは名

称、住所又は法人の代表者に変更があったときは、設置管理者等は、速やかにその旨を屋

外広告物設置管理者等変更届により市長に届け出なければならない。この場合において、

特定屋外広告物安全管理者の変更に係る届出には、第１項第４号の書類を添付しなければ

ならない。 

（平23規則42・一部改正） 

 

（可変表示式広告物） 

第３条 条例第５条第２項の規則で定める広告物又は掲出物件は、可変表示式広告物（映像

装置、可動式ポスター、電光ニュース板、電光広告板その他の常時表示内容を変えること

ができるもの）とする。ただし、表示面積の合計が１平方メートル以下で、地上からの高

さが２メートル以下のものを除く。 

 

（表示の位置等の基準） 

第４条 条例第7条の基準は、別表第1に掲げる許可地域区分に従い、別表第２のとおりとす
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る。 

 

（適用除外の広告物又は掲出物件） 

第５条 条例第８条第２項第１号の規則で定める広告物又はその掲出物件は、次に掲げるも

のとする。 

(1) 国又は地方公共団体の公報資料及び広報資料 

(2) 国又は地方公共団体の案内板及び掲示板 

(3) 災害、伝染病等の発生等における緊急な事項を告示するもの 

(4) 前3号に掲げるものに類するものとして市長が認めるもの 

２ 条例第８条第２項第２号の規則で定める広告物又はその掲出物件は、次に掲げるものと

する。 

(1) 社寺、教会等の礼式又は冠婚葬祭の際掲出されるもの 

(2) 地方の年中行事のため表示又は設置されるもの 

(3) 前2号に掲げるものに類するものとして市長が認めるもの 

３ 条例第８条第２項第４号の規則で定める広告物は、次に掲げるものとする。 

(1) 電車の車体に所有者の氏名、名称若しくは商標又は所有者の事業若しくは営業の内容

を表示するもの 

(2) 自動車の車体に所有者若しくは管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は所有者若

しくは管理者の事業若しくは営業の内容を表示するもの 

(3) 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）に基づく登録を受けた自動車で使用の本拠

の位置（当該登録に係るものをいう。）が本市外にある自動車に表示される広告物であ

って、その使用の本拠の位置において適用される都道府県又は市町村の屋外広告物に関

する条例の規定に従って表示されるもの 

４ 条例第８条第２項第５号の規則で定める要件は、次に掲げるものとし、そのいずれにも

適合しなければならない。 

(1) 自己の営業に係る特定の商品名等を表示するものにあっては、その表示面積が全体の

表示面積の２分の１以下であること。 

(2) 別表第３に定める区域ごとの基準に適合するものであること。 

５ 条例第８条第２項第６号の規則で定める基準は、表示面積の合計が１平方メートル以下

で、地上からの高さが２メートル以下のものとする。 

６ 条例第８条第３項第１号の規則で定める広告物は、次に掲げるもので、かつ、表示面積

が１平方メートル以下であるものとする。 

(1) 政治団体、労働組合等の宣伝の用に供するもの 

(2) その他営利を目的としないと認められる会合及び催物類の掲示をするもの 

 

（適用除外の不適用） 

第６条 条例第８条の規定に該当する広告物であっても、同条の規定に該当しない広告物を

併せて表示したときは、同条の規定は適用しない。 
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（標識票等） 

第７条 条例第10条に規定する標識票は、屋外広告物許可証とする。 

２ はり紙、はり札等の広告物については、前項の標識票に代えて、屋外広告物許可印を押

すものとする。 

３ 第１項の標識票をはり付けること及び前項の許可印を押すことが困難と認められるも

のについては、市長が認める方法をもってこれに代えることができる。 

（平23規則42・一部改正） 

 

（変更、継続等の許可の申請） 

第８条 条例第11条の規定による許可の申請は、屋外広告物表示許可申請書によらなければ

ならない。 

２ 前項に規定する許可申請書には、条例第11条第2項の規定による許可を受けようとする

場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 変更前及び変更後の比較が容易にできる図面 

(2) 所有者又は管理者の承諾書又は許可書（当該広告物又は掲出物件を変更する場所が他

人の所有又は管理に属する場合に限る。） 

（平23規則42・一部改正） 

 

（軽微な変更等） 

第９条 条例第11条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、広告物の表示内

容、意匠若しくは色彩又は特に付された条件に変更を加えない程度の修繕、補強又は塗替

えとする。 

 

（完了届） 

第１０条 条例第12条の規定による届出は、屋外広告物表示完了届によらなければならない。 

（平23規則42・一部改正） 

 

（特定屋外広告物安全管理者の設置基準） 

第１１条 条例第14条の特定屋外広告物安全管理者は、神奈川県屋外広告物条例（昭和24

年神奈川県条例第62号）第32条第１項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

（平23規則42・一部改正） 

 

（除却等の届出） 

第１２条 条例第16条の規定による届出は、屋外広告物除却（滅失）届によらなければなら

ない。 

（平23規則42・一部改正） 

 

（広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法等） 

第１３条 条例第20条第１項第１号の規則で定める場所は、大和市公告式条例（昭和31年大
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和町条例第７号）に定める掲示場とする。 

２ 条例第20条第２項の一覧簿に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

(2) 保管した広告物又は掲出物件が放置されていた場所及びそれを除却し、又は除却させ

た日 

(3) 広告物又は掲出物件の保管を開始した日及び保管の場所 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 

（保管した広告物又は掲出物件の売却の方法） 

第１４条 条例第22条の規則で定める方法は、大和市契約規則（昭和41年大和市規則第35

号）第９章の例による。 

 

（受領書） 

第１５条 条例第24条第１項の受領書は、受領書によるものとする。 

（平23規則42・一部改正） 

 

（立入検査証） 

第１６条 条例第25条第２項の身分を示す証明書は、屋外広告物検査員証とする。 

（平23規則42・一部改正） 

 

（地区基本計画の案等の公示） 

第１７条 条例第27条第３項の公示は第13条第1項に規定する掲示場で行い、公示する事項

は、次のとおりとする。 

(1) 地区基本計画の案 

(2) 地区基本計画の案の縦覧場所 

(3) 条例第27条第４項の規定による住民等の意見を記載した書面の提出場所及び提出期

限 

 

（様式） 

第１８条 この規則の規定により使用する様式は、別表第４に掲げるとおりとし、その内容

は別に定める。 

（平23規則42・追加） 

 

（その他） 

第１９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

（平23規則42・旧18条繰下） 

 

附 則 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 
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附 則（平成23年規則第42号） 

この規則は、平成23年10月１日から施行する。 
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別表第１（第４条関係） 

（平23規則42・一部改正） 

１ 許可地域区分 

区 分 当 該 地 域 

第１種許可地域 １ 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項の規定により

定められた用途地域（以下「用途地域」という。）のうち第１種低

層住居専用地域及び第１種中高層住居専用地域 

２ 都市計画法第７条第１項の規定により定められた市街化調整区

域（以下「調整区域」という。）（第２種許可地域に含まれる地域を

除く。） 

第２種許可地域 １ 道路法（昭和27年法律第180号）第３条の一般国道及び都道府県

道の両外側50メートル以内にある調整区域 

２ 市道下鶴間桜森線の両外側50メートル以内にある調整区域 

３ 用途地域のうち第１種住居地域（第３種許可地域に含まれる地域

を除く。） 

第３種許可地域 １ 用途地域のうち準工業地域及び工業地域 

２ ２の表に示す地域 

第４種許可地域 用途地域のうち第２種住居地域及び準住居地域 

第５種許可地域 用途地域のうち近隣商業地域及び商業地域 

 

２ １のほか第３種許可地域とする地域 

(1) 用途地域のうち次に定める道路の両外側50メートル以内にある第１種住居地域 

道路の種類 路 線 名 区   間 

一般国道 16号 全区間 

246号 全区間 

467号 全区間 

県道 40号（横浜厚木線） 市道中央40号及び中央60号との交点から

市道中央75号との交点までの区間を除く

全区間 

45号（丸子中山茅ヶ崎線） 全区間 

50号（座間大和線） 全区間 

56号（目黒町町田線） 全区間 

市道 下鶴間桜森線 市道西鶴間15号及び西鶴間79号との交点

から市道福田相模原線２号との交点まで

の区間を除く全区間 
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(2) 次に掲げるア、イ、ウ、エ及びアを順次直線で結んだ線によって囲まれた区域 

ア 県道45号と市道福田93号との交点 

イ 市道福田93号と市道福田128号との交点 

ウ 市道福田128号と市道福田125号との交点 

エ 市道福田125号と県道45号との交点 

 

 

別表第２（第４条関係） 

広告物の種類等 許可地域区分 基 準 

建築物の壁

面を利用す

るもの 

はり紙、は

り札等 

すべての許

可地域 

１ １枚１平方メートル以内とすること。 

２ 同一のものを連続して表示しないこと。 

３ 容易に除却できる方法によること。 

壁面に直接

表示し、又

は物件を設

置するもの 

第１種許可

地域 

１ １の建築物の１の壁面についての表示面

積は、５平方メートル以内とし、掲出する壁

面を４面以下とすること。 

２ 高さは、地上５メートル以下とし、かつ建

築物の２階窓下以下とすること。 

３ 壁面からはみ出さないこと。 

４ 同一壁面に表示内容が同一のものを複数

設置しないこと。 

５ 非常用の進入口及び避難器具が設置され

た開口部をふさがないこと。 

第２種許可

地域 

１ １の建築物の１の壁面についての表示面

積は、10平方メートル以内とし、掲出する壁

面を４面以下とすること。 

２ 高さは、地上５メートル以下とし、かつ建

築物の２階窓下以下とすること（懸垂装置の

ある広告幕を除く。）。 

３ 壁面からはみ出さないこと。 

４ 同一壁面に表示内容が同一のものを複数

設置しないこと。 

５ 非常用の進入口及び避難器具が設置され

た開口部をふさがないこと。 

第３種許可

地域 

１ １の建築物の１の壁面についての表示面

積は、20平方メートル以内とし、掲出する壁

面を４面以下とすること。 

２ 高さは、地上10メートル以下とし、かつ建

築物の３階窓下以下とすること（懸垂装置の

ある広告幕を除く。）。 

３ 壁面からはみ出さないこと。 

４ 同一壁面に表示内容が同一のものを複数

設置しないこと。 



8 

   ５ 非常用の進入口及び避難器具が設置され

た開口部をふさがないこと。 

第４種許可

地域及び第

５種許可地

域 

１ １の建築物の１の壁面についての表示面

積は、30平方メートル以内とし、掲出する壁

面を４面以下とすること。 

２ 高さは、地上10メートル以下とし、かつ建

築物の３階窓下以下とすること（懸垂装置の

ある広告幕を除く。）。 

３ 壁面からはみ出さないこと。 

４ 同一壁面に表示内容が同一のものを複数

設置しないこと。 

５ 非常用の進入口及び避難器具が設置され

た開口部をふさがないこと。 

建築物から

突出するも

の 

建築物の壁

面から突出

するもの 

第１種許可

地域 

１ １の建築物についての表示面積の合計は、

５平方メートル以内とすること。 

２ 高さは、地上10メートル以下とし、かつ壁

面の上端を超えないこと。 

３ 下端は、地上３メートル以上とし、車道上

に突出する場合は、地上4.7メートル以上と

すること。 

４ 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、

道路上に突出する場合は、路端から１メート

ル以下とすること。 

第２種許可

地域 

１ １の建築物についての表示面積の合計は、

17平方メートル以内とすること。 

２ 高さは、地上10メートル以下とし、かつ壁

面の上端を超えないこと。 

３ 下端は、地上３メートル以上とし、車道上

に突出する場合は、地上4.7メートル以上と

すること。 

４ 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、

道路上に突出する場合は、路端から１メート

ル以下とすること。 

第３種許可

地域及び第

４種許可地

域 

１ １の建築物についての表示面積の合計は、

30平方メートル以内とすること。 

２ 高さは、地上15メートル以下とし、かつ壁

面の上端を超えないこと。 

３ 下端は、地上３メートル以上とし、車道上

に突出する場合は、地上4.7メートル以上と

すること。 

４ 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、

道路上に突出する場合は、路端から１メート

ル以下とすること。 
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  第５種許可

地域 

１ １の建築物についての表示面積の合計は、

50平方メートル以内とすること。 

２ 高さは、地上15メートル以下とし、かつ壁

面の上端を超えないこと。 

３ 下端は、地上３メートル以上とし、車道上

に突出する場合は、地上4.7メートル以上と

すること。 

４ 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、

道路上に突出する場合は、路端から１メート

ル以下とすること。 

建築物の上

部から突出

するもの 

第１種許可

地域 

表示又は掲出できない。 

第２種許可

地域 

１ １の建築物についての表示面積（広告塔に

あっては、最大断面積をいう。以下この表に

おいて同じ。）の合計は、５平方メートル以

内とすること。 

２ 高さは、建築物の屋根の最高部分を超えな

いこと。 

３ 形状については、縦の長さを横の長さで除

した数値が１以下であること。 

４ 建築物から横にはみ出さないこと。 

５ 屋上の物見塔その他これに類する工作物

には設置しないこと。 

第３種許可

地域 

１ １の建築物についての表示面積の合計は、

30平方メートル以内とすること。 

２ 高さは、建築物の高さの３分の１以下と

し、かつ建築物の上端から３メートル以下と

すること。 

３ 形状については、縦の長さを横の長さで除

した数値が１以下であること。 

４ 建築物から横にはみ出さないこと。 

５ 屋上の物見塔その他これに類する工作物

には設置しないこと。 

第４種許可

地域 

１ １の建築物についての表示面積の合計は、

50平方メートル以内とすること。 

２ 高さは、建築物の高さの３分の１以下と

し、かつ建築物の上端から５メートル以下と

すること。 

３ 形状については、縦の長さを横の長さで除

した数値が１以下であること。 

４ 建築物から横にはみ出さないこと。 

５ 屋上の物見塔その他これに類する工作物

には設置しないこと。 
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  第５種許可

地域 

１ １の建築物についての表示面積の合計は、

70平方メートル以内とすること。 

２ 高さは、建築物の高さの３分の１以下と

し、かつ建築物の上端から７メートル以下と

すること。 

３ 形状については、縦の長さを横の長さで除

した数値が１以下であること。 

４ 建築物から横にはみ出さないこと。 

５ 屋上の物見塔その他これに類する工作物

には設置しないこと。 

広告塔、広

告板等 

広告塔及び

広告板 

第１種許可

地域 

１ 表示面積は、５平方メートル以内とするこ

と。 

２ 高さは、地上３メートル以下とすること。 

３ 道路上に突出しないこと。 

第２種許可

地域 

１ 表示面積は、15平方メートル以内とするこ

と。 

２ 高さは、地上５メートル以下とすること。 

３ 道路上に突出する場合は、その出幅は路端

から１メートル以下とし、その突出部分の下

端は、地上4.7メートル（歩道上にあつては、

地上３メートル）以上とすること。 

第３種許可

地域 

１ 表示面積は、20平方メートル以内とするこ

と。 

２ 高さは、地上10メートル以下とすること。 

３ 道路上に突出する場合は、その出幅は路端

から１メートル以下とし、その突出部分の下

端は、地上4.7メートル（歩道上にあっては、

地上３メートル）以上とすること。 

第４種許可

地域及び第

５種許可地

域 

１ 表示面積は、30平方メートル以内とするこ

と。 

２ 高さは、地上10メートル以下とすること。 

３ 道路上に突出する場合は、その出幅は路端

から１メートル以下とし、その突出部分の下

端は、地上4.7メートル（歩道上にあっては、

地上３メートル）以上とすること。 

 広告塔及び

広告板に類

するもの 

すべての許

可地域 

１ アーケードに設置する場合は、その下端は

地上３メートル以上、その面積は0.5平方メ

ートル以内とし、同一商店街においては、な

るべく位置、形状及び規模を統一すること。 

２ 道路を横断して設置する場合は、その下端

は地上4.7メートル以上とし、特定の商品名

及び商店名は、なるべく表示しないこと。 
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   ３ アドバルーンは、直径３メートル以下のも

のとし、掲揚する場合は、高度45メートル以

下とし、常時２人以上の監視人を置くこと。

雨、雪又は毎秒５メートル以上の風のとき

は、掲揚しないこと。これに設置する広告物

は、長さ15メートル以下、幅1.5メートル以

下とし、主綱に緊結すること。 

４ 立看板及び広告旗は、地上3.6メートル以

下、面積５平方メートル以内とすること。 

バス停留所

の上屋に添

かされる広

告板 

すべての許

可地域 

表示面積は、１面につき２平方メートル以内と

すること。 

電柱及び街灯柱を利用す

るもの 

すべての許

可地域 

１ 巻付け看板又は添か看板に限る。 

２ １柱につき、巻付け看板及び添か看板は、

それぞれ１件以内とすること。 

３ 信号機が設置されている電柱には、表示で

きない。 

４ 巻付け看板の高さは、地上1.2メートル以

上３メートル以下とすること。 

５ 添か看板は、縦1.2メートル以下、横0.5

メートル以下とし、電柱等からの出幅は、0.6

メートル以下とすること。 

６ 歩道と車道の区別のある道路の電柱等に

添か看板を設置する場合（片側にのみ歩道が

ある道路の歩道と反対側にある電柱等に添

か看板を設置する場合を除く。）は、歩道側

に設置し、その下端は地上３メートル以上と

すること。 

７ 歩道と車道の区別のない道路の電柱等及

び片側にのみ歩道がある道路の歩道と反対

側にある電柱等に添か看板を設置する場合

は、原則として道路の中心線の反対側に向け

て設置し、その下端は地上4.7メートル以上

とすること。 

８ 同一道路に設置する場合は、なるべく位

置、形状及び規模を統一すること。 
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電車、自動

車等の外面

を利用する

もの 

電車又は路

線バスの１

の電車、自

動車等につ

いての表示

面積の合計

が 4.2平方

メートル以

内のもの 

すべての許

可地域 

１ 表示の位置は、前面以外の外面とするこ

と。 

２ １の電車、自動車等についての表示面積の

合計は、4.2平方メートル以下とすること。 

３ 側面に表示するものは、１件につき縦0.6

メートル以下、横３メートル以下とし、１の

側面についての表示面積の合計は、1.8平方

メートル以下とすること。 

４ 後面に表示するものは、縦0.6メートル以

下、横１メートル以下で１件とすること。 

５ 広告車に表示する場合は、１から４までの

基準は、適用しない。 

電車又は路

線バスの１

の電車、自

動車等につ

いての表示

面積の合計

が 4.2平方

メートルを

超えるもの 

すべての許

可地域 

１ 電車における１の外面に表示する広告物

の面積の合計は、当該外面の面積の10分の１

以下であることとし、当該電車の屋根及び底

面には広告物を表示しないこと。 

２ 路線バスにおける表示の位置は、前面以外

の外面とすることとし、当該路線バスの車体

の窓から上部は、広告物の地色１色とするこ

と。 

３ 車体の窓、ドア等のガラス部分には、表示

できない。 

４ 運転者を幻惑させるおそれのある発光し、

蛍光素材を使用し、又は反射効果を有する広

告物は、表示できない。 

５ 電光表示装置等の映像を映し出す装置そ

の他運転者の注意力を著しく低下させるお

それのあるものは、設置できない。 

６ 色彩、意匠その他表示の方法が走行する地

域の景観に調和したものであること。 

７ 電車又は路線バスは、条例第５条第６号の

規定により指定された道路及び鉄道の線路

用地を走行しないものであること。 

標識柱（道路標識を除

く。）を利用するもの 

すべての許

可地域 

縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下で蛍光

塗料、発光塗料及び反射塗料を使用していない

ものとし、１の標識柱につき１件とすること。 

備考 

１ この表における基準のほか、１の店舗、営業所又は事業所当たりのこれらの広告

物の表示面積の合計は、第１種許可地域にあっては20平方メートル以内とし、第２

種許可地域にあっては47平方メートル以内とする。 

２ ネオン照明、点滅照明及び動光は、第１種許可地域及び第２種許可地域にあって

は設置できない。 
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別表第３（第５条関係） 

区  域 基   準 

条例第５条第１項各号に

掲げる地域又は場所 

表示面積の合計は、５平方メートル以内とすること。 

別表第１に定める第１種

許可地域 

１ 表示面積の合計は、10平方メートル以内とすること。 

２ 建築物の上部に突出するものにあっては、当該建築物の

屋根の最高部を超えないこと。 

別表第１に定める第２種

許可地域、第３種許可地

域、第４種許可地域及び

第５種許可地域 

１ 表示面積の合計は、10平方メートル以内とすること。 

２ 建築物の上部に突出するものにあっては、当該建築物の

屋根からの高さが４メートル以下とすること。 

 

 

別表第４（第18条関係） 

（平23規則42・追加） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 屋外広告物表示許可申請書 第２条及び第８条 

第２号様式 屋外広告物設置管理者等変更届 第２条 

第３号様式 屋外広告物許可証 第７条 

第４号様式 屋外広告物許可印 第７条 

第５号様式 屋外広告物表示完了届 第10条 

第６号様式 屋外広告物除去（滅失）届 第12条 

第７号様式 受領書 第15条 

第８号様式 屋外広告物検査員証 第16条 

 


